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〈書評論文〉

犯 罪 の語 りの フ レー ム とリ ソー ス

              Theodore Sasson, 
Crime Talk: How Citizens Construct a Social Problem. 

         (Aldine de Gruyter, 1995)

戸 江 哲 理

1節.は じめに

本書の内容 を一言で要約すると次の ようになる。犯罪の語 りをい くつかのフレームに分

類 し、それ らの フレームが どの ように、なぜ構築 されるのかをリソースとい う観点か ら考

察す る。

構築主義的な研究 プログラムは、人 々が普段当然 とみなし、本質的で不変であると感 じ

ている.ものが、実は社会的 に構築 された ものであ り、 したがって可変的なものであるとい

う主張を含み(赤 川2001:64-65)、 それが読 み手 に大 きな衝撃 を与えてきた と思 われ

る。

反面、構築主義の研究プログラムは、ともすればあるものが構築 されているとい うこと、

そ して、それが どのように構築 されたのか とい うこ とに終始 し、「で はなぜ、他 ならぬそ

れが構築 されたのか」 という問いに答えていないようにも思える。

構築主義の立場に留 まりつつ、 この問いに答えることはで きないだろ うか。本稿で私が

本書 を取 り上げる理 由は、 まず ここにある。つま り、 フレーム分析 とリソース分析 を結 び

つけた本書の方法は、この問いに対する一つの答えだと思 われるか らである。

「なぜ」 とい う問い(因 果関係の問い)は 、そ もそ も構築主義の理念に反す るものか も

しれない(中 河2001:37-39)。 しか し、構築された ものの背後 に回 り込む問いを立てる

ことは、それ自体ス リリングな試みであ り、その点で本書 は魅力的だと私は考えている。

本書の著者、セオ ドア ・サ ッソンは1965年 生まれ。専攻は政治社会学 と犯罪学で、現在
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はアメ リカ ・ヴァーモ ント州にあるミドルバ リー大学の助教授である。著書には、本書の

他に、キ ャサ リン ・ベケ ッ トとの共著 になる 『不正義の政治 アメリカにおける犯罪 と

処罰』(2003)が ある。

2節.現 代アメリカの犯罪 をめぐる状況 とサ ッソンの問い

近年合衆国の刑事司法システムはますます拡大 しつつある。刑事司法システムにかける

予算 は増 え、警察の規模が拡大 し、投獄率が急激に伸 びている。

この事態 は特 に黒人に深刻である。1990年 代半ばでは20歳 から29歳 の黒人男性の4人 に

1人 が刑事司法 システムの管理下にあった。

またアメリカでは、犯罪 に厳 しいというア ピールは選挙キ ャンペー ンにおいて非常に有

力な武器 となって きた。伝統 的に共和党 は 「法 と秩序」、 「犯罪者 に厳 しい政策」(get-

toughpolicy)を 掲げてきたが、クリン トン政権下で 「暴力犯罪統制及び法執行法」が制

定 されたことに象徴 されるように、民主党 も犯罪に対 しリベラルな立場か ら保守的な立場

に変 わ りつつある。

で は、何が近年の刑事司法拡大 と選挙での犯罪政策の焦点化 をもた らしているのであろ

うか。 もっともあ りそ うな答えは、 アメリカ人は近年犯罪に対する関心、警戒心、恐怖心

を高めてい るか らだ、 とい うものである。そ してこの ように論 じる者たちは しば しば、 こ

のアメリカ人の犯罪意識をアメリカ人の犯罪に対する通念(conventionalwisdom)か ら

説明 してきた。その通念 とは次の ようなものである。

アメ リカ人はマスメディアにおいて も、 日常会話においても、犯罪 を 「下か らの」脅威

として構築す る。人々は、典型的な犯罪者は貧 しい(そ して普通 は黒人の)男 性であると

考 えている。人々は犯罪が貧困や差別か ら引き起 こされるとい う意見 を斥ける。そのかわ

り、犯罪を個人の道徳性の欠落や刑事司法システムの働 きが足 りないためだと考える。問

題 を解決す るには、警察は犯罪者 を厳 しく取 り締 ま り、法廷は 「容赦な く」(gettough)

裁 くべ きであると人 々は信 じている(本 書:4)。

つ ま り人々は、貧 困やその他の構造的要因から犯罪 を説明す るのではな く、個人的な事
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情や制度の不備か ら犯罪 を説明す るとい うのである。

この 「アメリカの通念」仮説を受けてサ ッソンは、 しか し本当に人々はそんな風に考え

ているのだろうか、 と問う。そ してこの通念 を検証することこそ、本書の第一の課題なの

である。

3節.フ レーム分 析

しか し、 どうやれば人々の犯罪に対する意識を知ることがで きるだろうか。 ここでサ ッ

ソンは、アーヴィング ・ゴッフマ ンに由来 し、ウィリアム ・ギャムソン(1992)が 発展 さ

せたフレーム分析 という手法 を用いる。それは質的な意識調査 の一つの試みであるともい

えるし、世間の言説(populardiscourse)を 代表するグループディスカッションの内容分

析であるともいえるだろう。

ディスカッショングループはボス トンの クライムウォッチ(犯 罪監視団)20グ ループ、

110人 であ り、 白人のグループが8つ 、黒人の グループが9つ 、人種 が混合 している もの

が3つ だった。

また フレーム分析 は公共の言説 を代表す る新 聞の署名記事(op-ed)に 対 して も行われ

る。対象 となる記事 は、1991年 か ら92年 にかけての 「ニュー ヨーク ・タイムズ」など5紙

の犯罪に関す る署名記事58記 事である。

本書で用い られるフレームは、 〈欠陥システム〉(faultysystem)、 〈社会解体〉(social

breakdown)、 〈機会阻害〉(blockedopportunities)、 〈暴力的メディア〉(mediaviolence)、

〈人種差別システム〉(racistsystem)の5つ である(以 下 〈 〉はフレームを指す)。 こ

れ らは、それぞれコー ド表によって発言や記事か らコー ド化 される。

さて、 コー ド化することにより、それぞれのフ レームが どれ くらい支持、あるいは反対

されているのか、つ まり、 どのフレームが 「強 く」、 どの フレームが 「弱い」のかを数字

で示す ことがで きる。 これ をサ ッソンはフ レームの 「パ フォーマ ンス」(性 能)と 呼び、

署名記事 とグループデ ィスカッションの両方 において、それぞれの基準 を用いて測定 して

いる(図 表参照)。

このように質的な分析 であ りなが ら、数字で示す部分 を残 していることが本書の説得力

を高めている といえるだろう。

なお紙幅の関係で、ここでは く人種差別システム〉 と 〈暴力的メデ ィア〉の記述 を割愛

す る。 この2つ の フレームのパフォーマ ンスは低い。そしてこれ らを省いても、サ ッソン

が アメリカの通念を検証する作業 をかなり正確 に説明できると判断 したためである。
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早速 〈欠陥 システム〉か ら見ていこう。〈欠陥 システム〉 は 〈社会解体〉 と並 んで5つ

のフレーム中最 も有力 なものの1つ である。この フレームの主張は第一に、犯罪は刑事司

法 システムの 「甘 さ」(寛 大 さ)か ら生 じているというものである。だから、警察や法廷

は犯罪者 により厳 しくし、警察活動 に対する法規制を緩和 しなければならない。

この ように 〈欠陥 システム〉はアメリカの 「通念」に最 も親和 な、そ して最 も保守的な

フレームと特徴づけ られる。

例えば、参加者たちは 「回転 ドア」(revolvingdoor犯 罪者が刑務所か ら出て くるのが

あま りにも早い と皮肉った もの。父 ジョージ ・ブ ッシュが選挙戦で対立候補 を攻撃す るの

に用いたことで知 られる)、 「警察に手錠を している」(handcuffthepolice)な どの政治的

キャッチ フレーズを好んで引用 した。 また少年犯罪 に対す る厳罰化や死刑の導入 について

言及 した。

ここで注意すべ きは、〈欠陥 システム〉 は同時に 「非効率性」の主張 も含む とい うこと

である。これは刑事司法 システムの処理、対応の迅速化、正確性 の改善、 システムの無駄

の削減などを主張するものであ り、純粋にシステムの効率性の改善 を求めるものであって、

図 表=5つ の フ レー ム とそ の パ フ ォー マ ンス

フ レ ー ム

社会学的起源

原因

対策

シ ンボ ル

反論

支持する署名記事数

反論する署名記事数

デ ィスカッションのパ

フォーマンス ・高

同上覗合

同上 ・低

欠陥システム

C.ベ ッ カ リー ア

刑事司法システム

の甘さと非効率性

刑事司法 は犯

罪者に もっと

厳 しくすべ し

ウィリー ・ホー トン

「回 転 ドア 」

警察の専横をもた

らしうる

刑事司法システム

と犯罪は無関係

甘さ9,非 効率28

甘 さ16,非 効率7

10

9

1

社会解体

シカゴ学派

家族やコ ミュ

ニティの解体

市 民 は 連 帯

し、 コ ミュ ニ

テ ィ を 再 建 す

べ し

キ テ ィ ・ジ ェ

ノ ヴ ェ ー ゼ

最良の家庭で

育って も、犯

罪をする者は

いる

21

3

12

8

a

機会阻害

R.K.マ ー ト ン

貧困や不平等

政府は雇用創出と

貧困対策により、

犯罪の根本原因に

対処すべし

マク ドナル ドでハン

バーガーを焼 く

貧困は犯罪の原因

ではない

犯罪をするかどう

かは本人の選択だ

19

6

3

9

8

暴力的メディァ

Eサ ザ ーラ ン ド

G汐 ル ド

マスメデ ィァ

上の暴力

政府 はマスメ

デ ィアの暴力

表現 を規制す

べ し

2LiveCrew

な し

3

0

積極的なグループ数

5

消極的なグループ数

0

人種差別システム

ラベリング理論

コンフリク ト理論

刑事司法システム

の人種差別的運営

アフ リカ系 ア

メ リカ人 は、

団結 して正義

を要求すべ し

ロドニー ・キング

ステユワー ト事件

警察活動に人

種差別はない

6

4

弱いヴァージョンの

グループ数5

強いヴァージョンの

グループ数7

本 書p.18か ら作 成 。 パ フ ォー マ ン ス に関 して は、 本 書3章 ～6章 の 記 述(百 分 率 な ど)を も と に算 出 した。
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政治的に中立である。例えば、参加者 たちはマスメディアで仕入れた 「リッチな刑務所生

活」(ア メリカの刑務所 には政策上、非常 に整 った設備 をもつ ものがあ る)に ついて皮肉

っている。

署名記事 とグループデ ィスカッションにおける 〈欠陥 システム〉のパ フォーマ ンスを比

べてみると、署名記事では 「非効率性」が 「甘 さ」 よりもか なり有力である。ディスカッ

ションでは、逆 に 「甘 さ」 のほ うが相 当有力だった。つ まり公共の言説以上に、人々は保

守的な傾向 をもつ疑いがある。

〈社会解体〉 は5つ の フレームの中で署名記事 において も、ディスカッションにおいて

も最 も高いパフォーマ ンスを誇る。〈社会解体〉 は犯罪の原因をコミュニティや家族の解

体に求める。 したがって一見それは犯罪 を社会構造に結びつけて考えようとするリベ ラル

な立場であるように見える。実際そ うなのだろうか。

予想 され るように、〈社会解体〉で語 られる犯罪の多 くは少年犯罪、非行である。その

原因は曖昧 に道徳性や価値 の衰退、危機に求め られることもあれば、より具体 的に学校や

親の権威の衰退が唱えられることもある。 しか し特に多いのは、 自分が育 った頃 と比較 し

て、親の しつけができていない とい う発言である。また親が子 どもを育てるのには若す ぎ

るのだ(babieshavingbabies)と 言われた りもする。

それに加えてコミュニティの衰退が原因だ と考 えることも多い。例えば、昔は隣近所 で

もっと助 け合 った ものだ し、子 どもだって地域 ぐるみで しつけた ものだ、 などと語 られる

(ある参加者はそれを 「二重 げん こつ」 という言葉で表現 した。つま り、まず近所の人に

たたかれ、家に帰 って親に もたたかれるというもの)。

以上からわかるように、人々は 自分の育った頃 と現在の家族、コ ミュニティとを比較す

ることなどを通 じて、社会解体がいかに進んでいるかを記述す ることはあっても、 なぜそ

うなったのか を説明す ることはほ とん どない。つま り、〈社会解体〉は犯罪 を構造的要 因

に結びつけるのではな く、社会解体の要因には言及 しない、政治的に中立的な形で表現 さ

れることが多いといえる。

〈機会阻害〉は、犯罪が失業などによる貧困や差別などが原因で もた らされると考える。

したがって政策 としては、十分な教育、良い仕事の提供な どが必要であ るとする。署名記

事 においてはと りわけ職業訓練の機会 を提供することが大事 だ とい う主張が多 く見 られ

た。以上の ように、〈機会阻害〉 は犯罪に対す る構造論的な見方である。

ではそのパフォーマ ンスはどうか。 〈機会阻害〉は署名記事においては 〈欠陥システム〉
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や 〈社会解体〉 に次 ぐ十分 なパ フォーマ ンスを得ている。それに対 し、ディスカッシ ョン

では、前の2フ レームに比べてかな り分が悪い。

つ まり、 〈機会 阻害〉の リベラルな主張は、人々の 日常会話の中に強い足場 を持 たない

ということである。逆 にこの フレームに反対する主張の中にこそ、参加者たちは自分の経

験にもとつ くものが多 く見 られるのである。

例 えば、家が貧 しく14歳 の頃か ら放課後 に働いていた とい うクレアは、稼いだお金の う

ち10ド ルを母親に渡 し、残 りのお金で 自分の欲 しい もの を買 っていた。貧 しいから犯罪 を

する とい うのは言い訳 に過 ぎないという。 また、 自分 もイ ンナーシティで育ったというク

リスティー ンは、貧 しくても教育は受 けられる し、仕事 も見つけられる。そ うしないのは

単にその子達が怠けているだけで、犯罪をするか どうかは 「本人次第」だという。

4節.リ ソー ス分析

フレーム分析 を受けて、当初のアメリカの 「通念」 に関す る問いは次のように変換 され

る。すなわち、「なぜ 〈欠陥システム〉 と く社会解体〉は強 く、〈機会阻害〉 は弱 いのか」

ということである。

この問いに対 して、サ ッソンは、フレー ミングをす るのに必要 なリソース(資 源)は 何

か を考えることで答え ようとする。

サ ッソンは リソースを3つ の タイプに分 ける。経験 知(empiricalwisdom)、 世間知

(popularwisdom)、 メデ ィア言説(mediadiscourse)で ある。

経験知は自分や家族 の体験談などであ り、世間知は諺や格言、聖書の引用 など、そ して

メデ ィア言説はニュースで有名な人物やキャッチフレーズ、スロー ガン、脚光 を浴びる事

実な どであ る。

そ して、人々は、全 てのタイプの リソースが手 に入る とき、その フレームを支持する強

い論拠 を得 ることになる。

このことは、各 フレームにおける各 リソースの出現 を調べ ることで確認できる。高いパ

フォーマ ンスを誇るフレーム(〈欠陥 システム〉、〈社会解体〉、黒人の 〈人種差別 システム〉)

を見 てみると、3つ の リソース全てが現れる場合が、他の フレームより多 いことがわかる。

また強いフレームでは、経験知 とメデ ィア言説の複数回の引用 も他のフレームより多かっ

た。

強いフレームには豊かな リソースがあることはわかった。では次に 「なぜ、強い フレー
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ムには、リソースが豊か にあるのか」を考えなけれ ばならない。これはつ まりリソースの

入手可能性 の要因 ・条件 を考 えることであ り、資源動員論における動員構造の分析である

(長谷川2003:77)。

まず 〈欠陥システム〉や 〈社会解体〉が強いのは、 まずそれが広範な人 々の支持 を集め

ているということに他な らない。 したがって、これ らのフレームを構築す るリソースは、

合衆国全体 に及ぶ広範な動員構造 を持つ はずであ る。それがす なわち、 アメ リカの文化、

マスメディア、そ して都市生活者 としての経験 である。

アメリカでは伝統的に、自己信頼(自 分の ことは自分で責任 を持つ)、 個人主義(個 別

性 、自律性、 自由な選択の重要性)な どの価値が重 んじられる。それは、階級構造 は開い

てお り、誰で も出世で きる、あるいは犯罪 をす るかどうかは本人次第だ、 という世間知の

基盤なのであ る。 この発想 は、〈欠陥 システム〉を生み出す と同時 に、社会構造 に原因を

求める 〈機会阻害〉の リソースを入手困難にする。

またアメリカでは伝統的に、善 と悪の構図で犯罪 と処罰 を考 えてお り、犯罪 に最 も有効

で、かつ道徳的な対処法 は処罰である、 とい う神話があるとサ ッソンは言 う。 これ も当然

ながら、〈欠陥 システム〉を作 り出す リソースを手 に入 りやす くする。

次 にマスメデ ィアであるが、新 聞の署名記事の フレーム分析か らもわかるように、公共

の言説は数の上で、人々が 〈欠陥システム〉、 〈社会解体〉 を構築す るのに有利に働 く。ま

た 「回転 ドア」、「家族の価値」 などのキャッチ フレーズの多 くが、 これ らのフレームを構

築す るのに有利 なものであることも指摘で きる。

またニュース番組 に目を転 じて も、犯罪事件 は、社会の大 きな流れの一部 と捉え られる

よりも、一つの物語 として報道 されることが多 く、犯罪は個人の責任だ とい う世間知 を補

強す る傾向がある。また刑事 もの ドラマは、犯罪 一処罰 とい う世間知 を補強する。

3つ 目に、人々はアメ リカの都市で犯罪 に接 しなが ら生活す ることで、 さまざまな経験

をす る(例 えば、陪審員 になる、警察に通報する、麻薬取引の現場を押 さえる警官 を見 る)。

これらの刑事司法システムとのかかわった経験 は、世間知 とメディア言説で 〈欠陥システ

ム〉が有力 なために、 〈欠陥システム〉の強化 につなが るとい う。 また、家族生活 とい う

面 では、子 どもを育てた経験 、子 どもとして過ご した経験は、「昔の親は厳 しかった」 な

どの ように、〈社会解体〉に有利な経験知のリソースを提供す る。

5節.本 書 を振 り返 って

以上か ら、 〈欠陥 システム〉の活躍 と 〈機会阻害〉の不人気 という形で、「アメ リカの通
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念」仮説がそれな りの妥当性をもつことが確認 された。

そ して、 アメリカの文化やマスメデ ィア、人々の生活経験 が、両 フレームのパフォーマ

ンスを左右 していることが明 らかにされた。

とはいえ、一番人気があ り、批判 も少なかったのは、直接 的には通念 と関係がない 〈社

会解体〉であった。サ ッソンはここにリベ ラル派の抵抗拠点を見出 し、貧困や人種差別が

道徳性の危機 をもたらし、犯罪 を引き起 こしているという、 リベラルな 〈社会解体〉フレ

ームを提唱 している。

に もかかわ らず、〈社会解体〉のパ フォーマ ンスを決定す る要 因は、マスメディア と家

族生活 ぐらい しか挙げ られていない。 これは全てのフレームに当てはまるが、本書で挙 げ

られた もの以外の要因 も検討すべ きだし、挙げられた要因について も見落 とした部分がな

いか検討する余地がある(例 えば、居住地域の安全性 とリソースの内容の関係)。

本書において展開された フレーム分析 とリソース分析 を組 み合わせるとい う方法 は、既

に社会運動論の分野では盛 んになっているらしい(野 宮2002)。 実際、議論の進め方 と

い う点では、本書 はウィリアム ・ギ ャムソンの 『トーキング ・ポ リティクス』(1992)と

そっ くりだ。

私 は、実体論 と構築主義 をいわば 「接 木」するこの方法 を、「なぜ」 に答える もの とし

て評価 したい。 しか し、「フ レームが構築 され るのは、 こんなリソースが手に入 るか らで

す」 と答えるサ ッソンに、私は何 かは ぐらかされた ようにも感 じている。

つ ま り、 リソースとして挙げられた文化やマスメデ ィアの影響 とい うのは、常識的なも

のだし、リソースはフレームが構築 される必要条件であって、十分条件ではないであろう。

サ ッソンは、原因の追究において慎重にな りす ぎてお り、 より野心的な仮説を立てても面

白かったのではないか、 とも私 には思われる。

とはいえ、本書は読みやすい文章で書かれている上、構成 もすっ きりしてお り、フレー

ム分析 とリソース分析の仕方 も、わか りやす く説明 されている。 また、この方法か らは、

サ ッソンが リベ ラルな 〈社会解体 〉を提唱 したように、言説戦略上の知見 を得 ることもで

きる。

近年 日本で も犯罪 に対す る不安が高 まりつつある とい う。他方で、少年法の厳罰化に対

する意見に見 られるように、 日本人は犯罪者に対 して厳 しい態度を とる傾向がある と言わ

れる。

この ような問題に対 して 「そもそも人々は本当に不安 を感 じているのだろうか」、「人々
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は本当に厳罰化 を求めているのだろうか」、「不安 を感 じているとすれば、なぜそのような

不安 は生 じたのか」などの問いを立てるな らば、本書 はきっと格好のお手本 になるに違い

ない。
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